
平成21年４月１日から新たに指定管理者による管理がスタートする施設一覧（９施設）

（注）町内会の連絡先は、会長の変更により変わる可能性があります。また、施設所管課も組織再編により変更になることが
　　　あります。

施設名 施設数 指定管理者名 施設所管課

①吾平自然公園 １ 神野未来グループ
☎ 0994-58-8011

吾平総合支所産業振興課 
☎ 0994-58-7111（内線 5455）

②かのやグラウンド・ゴルフ場

４ 有限会社倉岡建設
☎ 0994-58-6074

市民スポーツ課（②の施設）
☎ 0994-43-2111（内線 3640）
公園課（③④⑤の施設）
☎ 0994-43-2111（内線 3414）

③田崎多目的運動広場
④田崎みどりの広場
⑤水辺の広場

⑥鹿屋海浜公園 １ 浜田町内会
☎ 0994-47-2176

公園課
☎ 0994-43-2111（内線 3414）

⑦高千穂公園 １ 花岡町内会
☎ 0994-46-3275

⑧城山多目的広場 １ 上谷町内会
☎ 0994-43-9763

⑨小動物園（鹿屋中央公園内） １ 吉井小動物園管理グループ
☎ 0994-42-2536
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新しく犬を購入した

犬の登録申請書 3,000 円 市役所又は動物病院子犬が産まれた ( 生後 91 日以上経過した犬 )
未登録の犬を譲ってもらった ( 新規登録 )
犬鑑札を紛失したとき 再交付申請書 1,600 円 市役所
狂犬病の予防注射をする − 3,000 円 動物病院
狂犬病予防注射済票を紛失したとき 再交付申請書 340 円 市役所
登録済みの犬を譲ってもらった ( 飼い主変更 )

犬の登録事項変更届 無料 市役所
住所を変更した ( 市内異動 )
住所を変更した ( 市外転出 ) 犬の登録事項変更届 無料 新住所地の市区町村
飼っていた犬が死亡した 犬の死亡届 無料 市役所

市 役 所：市生活環境課又は各総合支所市民生活課
動物病院：市と契約している市内の動物病院
　　　　　※市と契約していない市内の動物病院では、予防注射は受けられません。市外の動物
　　　　　　病院で予防注射を受けた場合は、市生活環境課で「狂犬病予防注射済票」の交付手
　　　　　　続きを行ってください。

【問い合わせ】市生活環境課　☎ 0994-43-2111　内線 3178

犬に関する手続き一覧

犬と共生をするために
○犬の放し飼いはやめましょう。
　犬は、常につないでおくように、鹿児島県条例で義務付けられています。
　鎖でつなぐか、囲いをするなど、他人に迷惑をかけないようにしましょう。
　また、散歩をするときは、必ずリードで引いて、放さないようにしましょう。
○フンの始末は、飼い主の責任です。
　散歩をするときは、袋を持参し、責任をもってフンを持ち帰りましょう。
○犬が行方不明のときは、保健所へ連絡をしてください。
　鹿屋保健所では「迷い犬」や「捨て犬」など毎年約700頭を捕獲してい
　ます。不幸な犬を出さないように、犬の首輪などに「犬鑑札」や「注射
　済票」を装着し、飼い主がわかるようにしましょう。
 【問い合わせ・連絡先】鹿屋保健所（大隅地域振興局内）　☎0994-43-3121　内線262

　

現
在
、
市
内
の
登
録
犬
は
８
，
０
０
０
頭
を
超
え
、
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
伴
い
、
飼
い
主
の
マ
ナ
ー
に
対
す
る
苦
情
も
増
え
て
い
ま
す
。
人
と
犬
が
共
生
す
る

た
め
に
、
犬
を
飼
う
と
き
は
、
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

犬
の
「
登
録
」
と
「
狂
犬

病
予
防
注
射
」
は
飼
い
主

の
義
務
で
す
！

　

犬
の
飼
い
主
に
は
、
狂
犬
病

予
防
法
に
基
づ
く
「
登
録
」
と

「
狂
犬
病
予
防
注
射
」
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

犬
の
登
録
は
必
ず
行
っ
て
く
だ

さ
い

　

犬
は
、
一
生
に
一
度
の
登
録

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

登
録
時
に
は
登
録
番
号
が
刻

印
さ
れ
た
「
犬
鑑
札
」
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
て
く

だ
さ
い

　

世
界
中
で
毎
年
約
５
万
人
が

狂
犬
病
が
原
因
で
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
発
症
す
る
と
、
人
も

動
物
も
１
０
０
％
死
亡
す
る
恐

ろ
し
い
病
気
で
す
。

　

「
狂
犬
病
予
防
注
射
」
は
、

毎
年
１
回
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
接
種
す
る
と
注

射
番
号
が
刻
印
さ
れ
た
「
注
射

済
票
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

接
種
は
、
動
物
病
院
で
随
時

行
っ
て
い
る
ほ
か
、
春
と
秋
に

実
施
す
る
巡
回
予
防
注
射
の
会

場
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

指定管理者制度の
　活用を進めています

　市では、公の施設の管理運営に対する多様な市民ニーズに対応するため、民間団体等がもっている
ノウハウを生かし、より効果的な市民サービスの向上を図ることを目的に、「指定管理者制度」を平
成17年度から活用しています。４月からは新たに９つの施設で「指定管理者制度」が活用されます。

～市民サービスの更なる向上を目指して～

かのやグラウンド・ゴルフ場
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